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平成２５年（国）第２２５号

平成２６年１月３１日

主文

本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、障害認定日を受給

権発生日とする国民年金法（以下「国年法」

という。）による障害基礎年金の支給を求

めるということである。

第２　再審査請求の経過

１　社会保険庁長官は、初診日を平成○年

○月○日とする自己愛性パーソナリティ

障害（以下「既決傷病」という。）によ

り障害の状態にあるとして、平成○年○

月○日（受付）、障害認定日による請求

（予備的に事後重症による請求）として

障害基礎年金の裁定を請求した請求人に

対し、平成○年○月○日付で、裁定請求

日における既決傷病による障害の状態は

国年法施行令（以下「国年令」という。）

別表に定める程度に該当するとして、受

給権発生日を平成○年○月○日とし、そ

の翌月から障害等級２級の障害基礎年金

を支給するが、障害認定日による請求に

ついては、障害の状態が上記程度に該当

しないとして、不支給とする旨の処分を

した（以下、これを「前回裁定請求」と

いう。）。

２　請求人は、初診日を平成○年○月○日

とする非社会性パーソナリティ障害（以

下「当該傷病」という。）により障害の

状態にあるとして、平成○年○月○日（受

付）、厚生労働大臣に対し、障害認定日

による請求として障害基礎年金の裁定を

請求した。

３　厚生労働大臣は、平成○年○月○日付

で、請求人に対し、「請求のあった当該

傷病について、障害認定日である平成○

年○月○日において、障害基礎年金を受

けられる障害の程度（国年令別表に定め

る障害等級１級及び２級）に該当しない

ため。」という理由により、障害認定日

を受給権発生日とする障害基礎年金を支

給しない旨の処分（以下「原処分」とい

う。）をした。

４　請求人は、原処分を不服とし、標記の

社会保険審査官に対する審査請求を経

て、当審査会に対し、再審査請求をした。

第３　問題点

１　障害認定日を受給権発生日とする障害

基礎年金は、障害認定日における障害の

状態が、国年令別表に定める程度（障害

等級１級又は２級）に該当しなければ支

給されないことになっている。

２　本件の場合、既決傷病（自己愛性パー

ソナリティ障害）及び当該傷病（非社会

性パーソナリティ障害）の初診日はとも

に平成○年○月○日であり、これら２傷

病は同一疾病であること、その障害認定

日は、当該初診日から起算して１年６か

月を経過した平成○年○月○日（以下、

同日を「本件障害認定日という。）であ

ること、さらに前回裁定請求日（平成○

年○月○日）における請求人の当該傷病

による障害の状態が２級に該当すること

については、いずれも、当事者間に争い

がないものと認められることから、本件

の問題点は、本件障害認定日における請

求人の当該傷病による障害の状態（以下、

これを「本件障害の状態」という。）が

国年令別表に定める程度に該当しないと

認められるかどうかということになる。

第４　当審査会の判断

１　障害基礎年金に係る障害認定に当たっ

ては、その障害の状態がいかなるもので、

それが国年令別表の定める程度に該当す

るかどうかは、受給権の発生・内容にか

かわる重大なことであるから、その認定

は客観的かつ公正・公平に行われなけれ

ばならないことはいうまでもないところ

である。したがって、その判断及び認定

は、障害の状態・程度を認定すべきもの

とされている時期において、直接それに

係る診療を行った医師（歯科医師を含む。

以下同じ。）ないし医療機関が作成した
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診断書、若しくは、医師ないし医療機関

が、診療を行った当時に作成した診療録

等の客観性のある、いわゆる医証の記載

に基づいて作成した診断書、又は、これ

らに準ずるものと認めることができるよ

うな証明力の高い資料（以下、これらの

要件を満たすような資料を、便宜上、「障

害程度認定適格資料」という。）によっ

て行わなければならないものと解するの

が相当である。

そして、当審査会に顕著な事実によ

れば、保険者は、一般的に、障害認定日

による請求については同日以後３月以内

の現症が記載されている診断書の提出を

求めることとして、障害の程度の認定を

行うべき日における障害の状態は、上記

の期間内の現症日における障害の状態に

よってこれを行うものとする旨の取扱い

をしており、当審査会も、基本的にはこ

れを相当としてきているところである。

２　本件障害の状態について判断する。

本件において、請求人の当該傷病によ

る障害の状態に関して提出されている全

ての資料から、その作成者及び記載内容

からみて、上記のような障害程度認定適

格資料と認められるものをすべて挙げて

みると、①　ａ病院ｂ科・Ａ医師（以下

「Ａ医師」という。）作成の平成○年○月

○日現症に係る平成○年○月○日付診断

書、②　ｃ病院（以下「ｃ病院」という。）

作成の請求人に係る○科診療部（ｄ科）

受診録（平成○年○月○日から平成○年

○月○日までのもの）、③　ｃ病院作成

の請求人に係るｅ科外来診療録（診断日

○月○日（注：後掲の請求人作成の平成

○年○月○日付申立書からすると、平成

○年○月○日と認められる。）と記載さ

れているもの）、④　Ａ医師作成の平成

○年○月○日付診断書、⑤　前回裁定請

求時に提出されたｃ病院ｄ科・Ｂ医師（以

下「Ｂ医師」という。）作成の平成○年

○月○日現症に係る平成○年○月○日付

診断書、⑥　前回裁定請求時に提出され

たＡ医師作成の平成○年○月○日現症に

係る同日付診断書、⑦　平成○年○月○

日の２回目の請求時に提出されたＡ医師

作成の平成○年○月○日現症に係る平成

○年○月○日付診断書、⑧　障害状態確

認届として提出されたＡ医師作成の平成

○年○月○日現症に係る同日付診断書、

及び、⑨　支給停止事由消滅届として提

出されたＡ医師作成の平成○年○月○日

現症に係る同月○日付診断書があり、こ

れらをおいて他に存しないところ、これ

らの各資料（以下「資料①」などという。）

をみると、次のとおりである。

すなわち、資料①は、障害の原因と

なった傷病名として当該傷病を掲げた上

で、発病から現在までの病歴及び治療の

経過等は、平成○年○月○日に請求人が

陳述したとして、「学生時代の交際相手

との破局を契機として他罰的、自己愛的

傾向が先鋭化してｄ科を受診　Ｈ○年よ

り記載者が主治医として関わっている。」

「Ｈ○年元交際相手へのストーカー行為

によって逮捕され○年○月の有罪となり

入所　Ｈ○年○月出所後、現病院を初診、

以後当院にてフォローしている。障害者

枠で就労したが、欠勤が多いため解雇と

なり、次の就職先で現在就労中である。

ｃ病院に通っていた頃よりは改善してい

るが十分とはいえない。」、診断書作成医

療機関における初診日は平成○年○月○

日とされ、初診時の所見は、「入所中の

規則正しい生活により、それまでの肥満

は著明に改善している。しかし基本的な

パーソナリティ傾向は不変であった。」、

平成○年○月○日現症の障害の状態とし

て、抑うつ状態（刺激性・興奮、憂うつ

気分、自殺企図、希死念慮）、そう状態（易

怒性・被刺激性亢進）、精神運動興奮状

態及び昏迷の状態（衝動行為）、統合失

調症等残遺状態（意欲の減退）、人格変

化が指摘され、具体的には、「身体症状

の訴えは多岐にわたり、種々の身体科に

受診、結果的に多種の投薬を受けている。

就労しているが、そういった訴えのため

に休むことも多い。家庭内でも不眠等か

ら易怒的となり、しばしば暴言、暴行が

見られる状態である。」とされ、日常生
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活能力の判定ではすべての項目が「（自

発的かつ適正に行うことはできないが）

助言や指導があればできる」で、日常生

活能力の程度は「(4)･精神障害を認め、

日常生活における身のまわりのことも、

多くの援助が必要である。」と評価され、

障害者雇用として就労しており、現症時

の日常生活活動能力及び労働能力は「多

少の周囲の理解があれば一般就労は可能

と思われる。」、予後は「当人が自覚をもっ

て就労していくことが第一と思われる。

その上では、長期的な予後は全くよくな

いとは考えていない。」、備考には、「パー

ソナリティの障害であるが抑うつ状態に

ある。現主治医はｃ病院よりカルテを取

り寄せて本診断書を記載した。」と記載

されている。そうすると、資料①の診断

書は、Ａ医師が障害認定日当時に請求人

を直接診察した上で作成したものではな

く、障害認定日当時に請求人を診察した

他の医師が記録した資料②及びその後の

資料③に基づいて記載されたものと推察

される。そして、資料②によれば、障

害認定日当時において、請求人は、「朝、

電車内で頚から頭にかけての凝っている

ような感じが強くなり仕事を休んだ。セ

ルシンは眠くなるだけで、この状態には

効かない。＜主治医の指示は？＞ひどい

ときは仕事を休んで家でゆっくりするよ

うに言われている。ただ母親は会社を休

むと怒る。有給休暇もほとんど残ってい

ないので会社からもいろいろ言われる。」

とされ、時期は異なるが資料③には、「（表

出）服装は一応整っているが、髪はボサ

ボサ、声量、緩急、抑揚とも普通である

が、やや慣れ慣れしい話し方、質問の理

解良好、応答もまとまっている。しかし

ながら、明らかに社会の倫理に外れる事

柄（元彼女を殺す計画をたてている。自

己破産するつもり）について平然と、笑

みを交えつつ語る。希死念慮もあるとい

うが、訴えに深刻味は感じられない。態

度は協力的～依存的、（体験・行動）睡

眠障害（入眠障害、早朝覚醒、３時間の

睡眠）、自生発話（一人でいるときに飼っ

ている猫の名前を連呼してしまう、エレ

ベーターの中でも）、空笑（思い出し笑

い）、自己コントロール能力の欠如（ス

トレスがたまると、ファーストクラスで

香港に行ってしまう。それで自己破産に

なる）、倫理感・反省力の欠如（全て彼

女が悪い。彼女を殺そうと計画）、元彼

女に対する両価的な感情（よりを戻した

いけど殺したくもある）、母、姉への密

着（母の胸や背中をさわっているとおち

つく）、身体症状（いつも動悸、フラフ

ラ）、発動性の低下（会社に行こうとす

ると、ドキドキがひどくなって、行けな

いので家でブラブラしている）、希死念

慮（電車がホームに入ってくると、すい

よせられるような気がする）、ストーキ

ング（無言電話など）、（診断的考察）人

格障害（特定不能）（自己愛性、依存性、

未熟性、回避性）、発育、生育上の問題

は大いにあると考えられる、不適応のレ

ベルは、境界例水準と言って良いか、社

会的能力の低下）」などとする記載が認

められるものの、資料①の、上記のよう

な平成○年○月○日当時の障害の状態に

関する記載や請求人の日常生活能力の判

定及び日常生活能力の程度についての記

載を相当として首肯するに足る具体的な

裏付けとなるような記載は認められな

い。資料④は、「平成○年○月○日現在（当

時はｃ病院通院中）は、自殺企図をくり

返し、投薬も過剰であったこともあり、

就労できる状態にはなかった。」と記載

されているものの、資料①によれば、平

成○年○月○日当時において、Ａ医師は

請求人を診察しておらず、本資料によっ

て本件障害の状態を判断することはでき

ない。資料⑤は、前回裁定請求時におい

て、障害認定日における請求人の当該傷

病による障害の状態を認定するために提

出された診断書であり、保険者は、本診

断書に基づいて、障害認定日における請

求人の当該傷病による障害の状態は、国

年令別表に定める程度に該当しない旨の

処分をしている。資料⑥、資料⑦、資料

⑧、資料⑨は、請求人の当該傷病による

485



－ 476 －

障害の状態について記載されたものであ

るが、その現症日は、それぞれ、平成○

年○月○日、平成○年○月○日、平成○

年○月○日、平成○年○月○日であり、

いずれも障害認定日から３か月以上経過

した後の現症について記載しているもの

と認められ、これらの診断書に基づいて、

障害認定日当時における本件障害の状態

がいかなるもので、それが国年令別表に

定める程度に該当するかどうかについて

判断することはできない。

請求人は、請求人作成の平成○年○

月○日付申立書を提出し、「今般の障害

年金請求に係る診断書は、請求人の現在

の主治医である、ａ病院（ｂ科）Ａ医師

が、障害認定日当時請求人が診療を受け

ていたｃ病院よりカルテを取り寄せ、そ

の記載内容に基づいて作成したものであ

る。Ａ医師は、現在、ａ病院に勤務して

いるが、それ以前はｃ病院に勤務をして

おり、平成○年○月○日以降、請求人が

服役した期間を除いてこれまで一貫して

請求人を診療してきている医師である。

したがって、長期にわたる請求人の病態

およびその推移を最も知りえる医師であ

るといえるものであり、Ａ医師が当時の

カルテを参照して診断書を作成すること

に関して、なんら不合理な点はないもの

と思料し、申し立てをするものである。」

として、Ａ医師作成の資料①の診断書に

基づいて障害の程度を判断すべき旨主張

している。しかしながら、当該傷病を含

む精神の障害に係る診断書においては、

認定対象となる時期における「障害の状

態」として「現在の病状及び状態像」を

記載し、その程度・症状・処方薬等を具

体的に記載することを求められているだ

けではなく、「日常生活状況」について

は、入院・入所、同居者の有無、全般的

状況について具体的に記載する必要があ

り、さらに、「日常生活能力の判定」と

「日常生活能力の程度」に分けられた上、

前者については、「適切な食事」、「身辺

の清潔保持」、「金銭管理と買い物」、「通

院と服薬」、「他人との意思伝達及び対人

関係」、「身辺の安全保持及び危機対応」、

「社会性」の７項目のそれぞれについて、

単身で生活するとしたら可能かどうかで

判定するとした上で、各項目について、

「できる」、「（自発的にできるがあるいは

おおむねできるが）時には助言や指導が

必要」、「自発的かつ適正に行うことはで

きないが」「助言や指導があればできる」、

「助言や指導をしてもできない若しくは

行わない」のいずれに該当するかを判定

し、後者については、「精神障害（病的

体験・残遺症状・認知症・性格変化等）

を認めるが、社会生活は普通にできる。」

から「精神障害を認め、身のまわりのこ

ともほとんどできないため、常時の介護

が必要である。」までの５段階に分けら

れたいずれに該当するかを判定すること

を要するものとされているのである。そ

して、当該精神の障害の状態が、国年令

別表に定める程度に該当すると認めるこ

とができるか否かの判断においては、こ

の「日常生活能力の判定」と「日常生活

能力の程度」について、診療に当たった

医師がいかなる具体的診断を行っている

かが、極めて重要な要因とされてきてい

るところであり、それが、国年法上の障

害認定は客観的かつ公正・公平に行われ

なければならないという趣旨に沿うもの

であることはいうまでもない。そうして、

上記の具体的診断は、事柄の性質上、精

神保健指定医又は精神科を標榜する医師

が直接診療に当たった場合であっても、

決して簡単なことではないであろうし、

まして、障害認定日当時において請求人

を直接診療していない医師が、他の医師

の作成した診療録の記載に基づいてこれ

らの具体的判断を行い、詳細に記載する

ことはさらに難しい面のあることを否定

することはできない。Ａ医師が平成○年

○月○日以降、請求人の診療に当たって

いた医師であるとしても同様であり、さ

らには、その後の病状と病態を十分に理

解している専門医師であるからこそ起こ

り得る、この程度であったはずだという

推定による記載が含まれる危険性のある
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ことも否定することはできないのであ

る。そして、前述のように資料①におけ

る現症日の障害の状態等に関する詳細な

記載内容の裏付けとなるような記載が資

料②や③からは認められないことからす

ると、請求人の上記主張のように解する

ことはできず、資料①によって本件障害

の状態を認定することは相当でないとい

わざるを得ない。

そうすると、前記の各障害程度認定

適格資料からは資料⑤が残ることになる

が、前回裁定請求においてもこの資料⑤

の診断書が提出され、障害の状態は、国

年令別表に定める程度には該当しないと

して不支給の処分がなされていることか

らすれば、この限りにおいては前回裁定

請求と重複する請求ということとなり、

許されないというべきである。

以上によれば、本件においては、本件

障害の状態を認定することのできる資料

は存しないというほかない。

３　よって、原処分は、結論において妥当

なものであり、これを取り消すことはで

きず、本件再審査請求は理由がないの

で ､これを棄却することとし、主文のと

おり裁決する
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